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1. 添付書類を作成いただく前に（留意事項：必ずお読みください。） 

 

申請書類及び添付書類の作成・提出に当たっては、以下の点に留意してください。 

 

 助成金の審査手続中、公社からのお問い合わせの際に確認をお願いすることがあります。 

提出書類は原則返却できませんので、必ずコピーをとった上で提出し、控えを保管してくだ

さい。公社に提出された書類を電子メール等で助成対象者及び手続き代行者にお送りするこ

とはできません。 

 必要事項の確認のため、必要書類に加え、別途資料及び書類等の提出をお願いする場合があ

ります。 

 申請手続きについて、手引きに記載のない事項や、明確に判断できない場合は、事前に公社

までご相談ください。 

 他社が発行した書類を修正することは、不正行為に該当する場合がございます。 

必ず原本のまま取り扱い、内容を改変しないでください。 

 

 

 

 

2. 事前申込 添付書類 

 

 設置予定機器の見積書 

下記必須項目が記載された見積書を提出してください。 

 

① 対象機器設置場所住所が明記されていること 

② 「宛先（注文者）」に助成申請者の宛名が記載されていること 

③ 対象機器のパッケージ型番及び IoT 機器の型番が正確に記載されていること 

④ 対象機器の金額（機器費、工事費のみ。消費税、諸経費含まず）が明確に記載されてい

ること 
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➢ 見積書指定様式 記載例 

 

（見積書について）【蓄電池システム】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　〇〇　〇〇 様

設置場所住所

太陽光

kw 

　　　20××年　××月　××日

見積書

株式会社　　〇〇電気　　　　印

東京都○○区〇〇1-2-3

下記のとおりお見積りさせていただきます。

蓄電池工事費

ハイブリッド・トライブリッド

タイプのパワーコンディショナ

への付け替え

¥1,936,000

＜備考＞

その他 ¥60,000

合計 ¥1,760,000

消費税 ¥176,000

V2H

メーカー

製品品番

総額

蓄電池

パワ－コンディショナの型番

モジュールの型番 XXX-1234

メーカー 〇〇DENKI

パッケージ型番 ×××-00-A00

V2H工事費

¥300,000

¥200,000

V2Hシステム本体機器費

太陽光発電システム（機器費＋工事費） ¥1,200,000

3.2

蓄電池システム機器費

（助成対象機器費）

モジュール増設やパワーコン

ディショナ付け替えによる設置

予定の発電出力

対象機器の金額

あり なし その他

記入例

株式会社

○○電気

機器費（助成対象機器費）はパッケージに

係る機器費です。

既存のkw＋増設分のkw（パワコン付け替え

後）の発電出力を記載してください。

「その他」（例：一部付け替え、併設等）の

場合は、備考欄へ詳細を記入してください。。

リフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険

の費用は「その他」に記載してください。

蓄電池と同時に DR実証に必要な

エネルギーマネジメント機器及び

IoT関連機器を設置する場合は、 

当該経費を蓄電池システムの助成

対象経費に含めることができます。 
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（見積書について） 

【既存の蓄電システムにエネルギーマネジメント機器及び IoT関連機器（以下「IoT機器」という。）を 

併設する場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※申請する機器によって見積書が異なりますので、ご注意ください。 
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3. 交付申請兼実績報告書 添付書類 

 

（１） 申請者本人確認書類・リース使用者本人確認書類 

助成金交付申請書の助成対象者に関する情報を証明するものです。 

以下の書類のうちいずれか一つの写しについて、公社で申請を受付けた時点で有効期限

内（法人の場合証明書の発行から６か月以内の発行）であることが必須となります。必ず

有効期限を確認の上、提出してください。 

なお、申請書本人の氏名・住所の内容がはっきりと確認できるものを提出してください。 

  

① 運転免許証 

② 健康保険証（後期高齢者医療被保険者証） 

（2025/12/2 受付分より健康保険証は無効となります。） 

資格確認証 ※該当箇所をマスキングすること 

③ 住民基本台帳カード 

④ 日本国パスポート（住所の記載がない場合は受付不可） 

⑤ 外国人登録証明書、在留カード、又は特別永住者証明書 

⑥ 身体障がい者手帳 

⑦ 療育手帳 

⑧ 精神障がい者保健福祉手帳 

⑨ 運転経歴証明書 

⑩ マイナンバー(個人番号)カード（裏面は不要） 

⑪ （法人・リース事業者の場合）履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書、法人印の印

鑑登録証明書のうち、いずれか 1 点  ※６か月以内に発行されたもの 

 

※ 現住所・氏名が記載されていること。 

（氏名と住所が記載された面（ページ）が分かれている場合は、両方の面（ページ）が必要

です。） 

※ 日本で発行されたものであること。 

※ 健康保険証・資格確認証の保険者番号、記号・番号、二次元バーコードはマスキングするこ

と。（付箋等で隠すか、写しを黒塗りしてください。） 

 

       【マスキング例】 

 

 

 

 



5 

 

（２） 計算シート 

公社の指定する様式で作成してください。 

蓄電池システムパッケージ一式設置と IoT 機器のみ設置の 2 種類ありますので、 

お間違えの無いようにお気を付けください。 

 

※ 蓄電容量はSII に登録されている蓄電容量を入力してください。 

 

 

 

（３） 対象機器の売買契約書の写し 

売買契約書の下記内容が分かる書類を提出してください。 

必要事項の記載が複数枚に渡るなど、一目で確認することが難しい場合は、公社の指定 

する様式(「契約書確認項目一覧表」)を作成の上、提出してください。 

 

① 発行者名・会社印 

② 契約締結日 

③ 契約者名（助成対象者であること） 

④ 工事内容（蓄電池に関する工事や IoT 関連機器の工事が含まれていることが分かる文言） 

 

【リース事業者の場合】 

① 発行者名・会社印 

② 使用者氏名・押印 

③ 設置場所住所 

④ サービス開始日・終了日 

⑤ リース等期間 

 

※ 売買契約日は事前申込後（公社が受付をした日以降）のものであること。 

※ 契約変更等で契約書が複数ある場合は、対象機器が入っている最終の契約書を提出すること。 

※ 停止条件付契約の取扱いがある場合は、当該記載のある箇所の写しを提出すること。 

※ 令和６年４月１日から同年６月３０日までの契約の場合、売買契約日は事前申込前日付でも

構いません。 

 

 

 

（４） 家庭における蓄電池導入促進事業助成金に係る覚書 

【リース事業者又は電力販売事業者の場合】 

公社の指定する様式で作成してください。 

 

① 契約締結日 

② リース等事業者：住所・事業者名・代表者氏名・押印 

③ 機器使用者等：住所・氏名・押印 
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（５） 対象機器を購入した際の領収書の写し及び領収書内訳 

領収書に下記必要項目の記載がない場合は、公社の定める様式(「対象機器に関する領収

書内訳について」)が提出必須となります。 

※蓄電池システム新設で DR 実証参加の場合は IoT 機器の情報も必要です。 

 

 

 

 

 

 

【販売事業者が作成した「対象機器に関する領収書内訳について」】 

① 新築の場合など、対象機器以外の費用が含まれている領収書についても提出は可能です

が、上記太枠内の項目を証明して頂くため、公社の定める様式で領収書の内訳を作成し、

領収書と併せて提出してください。 

 

② 複数台をまとめて購入した際の領収書については、対象機器 1 台ごとの助成対象経費、

製造メーカー名、パッケージ型番等上記太枠内の項目が記載されたものが必要です。必要

に応じて領収書内訳を作成し、領収書と併せて提出してください。 

 

③ 債務が完了されるまで当該機器等の所有権がクレジット会社に留保される契約の場合、

当該記載のあるクレジット契約書等の控えが必要です。 

 

④ 個別クレジットを利用する場合には、対象機器の販売を行った者が発行した領収書が必

要です。なお、個別クレジットを利用する場合において、債務が完了されるまで当該機器

等の所有権がクレジット会社に留保される契約であっても「交付された補助金を個別ク

レジット契約に基づく債務の弁済金にあてること」を条件に助成対象者とします。銀行振

込証は認められません。提出する際は上記太枠内の項目が全て記載されていることが必

要です。 

 

⑤ 領収書に記載された対象機器に係る機器本体額について、市場価格等を調査した上で著

しく乖離があると公社が認めた場合には、対象機器を設置する住宅への現地調査による

設置状態等の確認、申請者及び手続代行者等への聞き取り調査による販売状況等の確認

を行うことがあります。 

 

 

 

（６） 国及び地方公共団体による補助金の交付額確定通知書の写し 

国及び他の補助金に申請した場合は、交付額確定通知書の写しを提出してください。 

なお、助成対象機器のみの交付額の記載がない場合は、内訳のわかる書類を併せて提出

してください。 

※「申請後かつ交付額確定後」の場合は交付額確定通知書、 

「申請中で交付額確定前」の場合は申請書類と助成機器に対する交付額の上限が分かる 

資料を添付してください。 

・宛名（助成対象者名であること） ・領収金額  

・助成対象経費（機器費＋工事費（消費税含まず）、「助成対象経費」の文言） 

・設置場所住所 ・対象機器メーカー名 ・対象機器パッケージ型番または IoT 機器型番 

・領収日 ・発行者（販売事業者）名 ・発行者（販売事業者）押印 
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（７） 設置した機器等が新品かつ未使用品であることの証明 

公社が定める様式(「助成対象機器が新品かつ未使用品であることの証明書」)を提出し

てください。提出が困難な場合は「対象機器の保証書の写し」を提出してください。 

 

【保証書の写しを提出する場合は、下記 2 点を満たした書類を提出してください。】 

 購入時又は設置時に受領した保証書の写しであること。使用者控え(お客様控え等)の

写しであること。 

 製造者名(メーカー名)、型番がはっきり読み取れること。 

（注意）複数台をまとめて購入する場合は、各助成対象機器の型番、製造番号等がわ

かること。 

※蓄電池システム新設で DR 実証参加の場合は IoT 機器の情報も必要です。 

 

 

 

（８） 対象機器を設置する建物及び対象機器から供給される電力等を使用する住宅の全景写真 

① １階部分から建物全体（正面玄関側）が写っているもの。 

 

② 対象機器を設置する建物と対象機器から供給される電力を使用する住宅が異なる場合は、

それぞれの全景写真の提出必須。 

 

③ カラー写真であること。 

 

※ 全景写真では、助成対象機器が写っていなくても構いません。 

※ 建物の立地や建築構造上、１枚に収まりきらない場合は、複数に分かれていても構いません。 

※ 日没後撮影等で建物の全景がはっきりと確認できない場合は、再度撮影を依頼する可能性が

あります。 

※ 狭小住宅など複数の住宅が写り込んでしまう場合は、どの住宅か分かるように目印をつけて

ください。 

※住宅やビル等に店舗や事業所等が含まれている場合、登記情報の提出を求める場合があります。 

 

 

 

（９） 助成対象機器の型番及び製造番号（銘板）を示す写真 

① 設置完了日以降の写真であること。 

 

② 型番と製造番号が１枚に写っていること。 

 

③ 型番と製造番号の表示が欠けておらず、アルファベットや数字等が明確に読み取れる精

度であること。 

 

④ カラー写真であること。 
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※ 蓄電池ユニット本体及び IoT 機器の型番と製造番号（銘板）を撮影して提出してくださ

い。 

※ ケース表面に銘板がない場合、パッケージ型番やシステム型番の銘板写真の提出を求めるこ

とがあります。 

※ 雨水やフラッシュ等で型番と製造番号（銘板）が読み取れない場合、再提出していただく必

要があります。 

※ 蓄電池ユニットが内部に格納されているために製造番号の写真が撮れない場合は、パワーコ

ンディショナの製造番号を添付してください。 

※ ２世帯住宅で２台の設置をした場合、もう 1 台の設置状態がわかる写真も併せて提出して

ください。 

※ 蓄電池システム新設で DR 実証参加の場合は IoT 機器の写真も必要です。 

※ DR実証参加で端末レスDRサービスの場合は、IoT機器の写真は不要です。 

 

（１０） 太陽光発電システムの設置を確認できる書類 

【太陽光発電システムの設置がある場合】 

蓄電池設置後の太陽光発電システムの発電出力を証明するものです。以下の書類のうちい

ずれか一つの写しを提出してください。 

① 電力会社の買取明細 

② 接続契約のご案内 

③ 設備変更申請確認書類等 

 

※ 「発電出力（ｋｗ）」の記載があること 

※ 交付申請兼実績報告日からさかのぼって 180 日以内に発行された書類であること。 

※ 太陽光発電システムの設置場所住所が申請フォームに入力した蓄電池システムの設置場所住

所と一致していること。 

※ 他社が発行した書類を修正することは、不正行為に該当する場合がございます。 

必ず原本のまま取り扱い、内容を改変しないでください。 

 

（１１） 交付申請等委任状（デマンドレスポンス実証に参加する場合） 

公社が定める様式(「家庭における蓄電池導入促進事業助成金交付要綱」における 

デマンドレスポンス実証に参加する場合の交付申請等委任について)を提出してください。 

   

①助成対象者（助成対象機器を導入する者）の情報 

  ②手続代行者（都登録ＡＧ（家庭））の情報 

  ③都登録ＡＧ（家庭）が交付申請に係る手続代行業務を販売事業者に委託する場合は、 

その情報を記載すること 

 

 ※P.21～23 の記入例を見て記載してください。 

※自筆による署名の場合、押印は任意とします。 

 ※委任状を 2 通作成し署名又は記名押印の上、それぞれ 1 通保管するものとし、その写しを 

公社に提出してください。 
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（１２） 契約書の写し（デマンドレスポンス実証に参加する場合） 

様式の指定はありません。 

 

デマンドレスポンス 実証に参加の設備設置者と都登録 AG（家庭）の間で締結する DR 実証 

の契約書の写しを提出してください。（小売型の場合は、小売電気事業者と設備設置者の間で 

締結した契約書の写しを提出してください。） 

 

【DR 実証参加で端末レス DR サービスの場合】 

①  IoT 機器保証書の代替書類として「端末レス DR サービスの申込書」または「サービス開    

始通知メール」のいずれかを添付してください。また、都登録 AG（家庭）名・申請者名・販売

事業者名がはっきり読み取れること。 

②  ①の書類で端末レス DR サービス料金が確認できない場合は追加で端末レス DR のサー

ビス料金がわかる書類を添付してください。（端末レス DR のサービス料金がわかる書類は事前

申込後（公社が受付をした日以降）のものであること。） 

 

 

（１３） 保険証券又は付保証明書の写し 

（リフォーム瑕疵保険又は大規模修繕工事瑕疵保険に加入する場合） 

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第 17 条の規定に基づき、 

国土交通大臣に指定された下記 5 社の住宅瑕疵担保責任保険法人が対象です。 

 

① 住宅あんしん保証 

② 住宅保証機構 

③ 日本住宅保証検査機構 

④ ハウスジーメン 

⑤ ハウスプラス住宅保証 

 

保険に申し込むためには、保険商品ごとに登録する必要があります。 

各法人ホームページで登録事業者を検索可能です。 

 

保険証券・保険付保証明書の必要記載事項 

 

① 被保険者名（登録事業者名） 

② 保険法人名 

③ 保険契約日 

④ 証券番号（各社の管理番号） 

⑤ 注文者（＝助成申請者） 

⑥ 物件の所在地 

⑦ 保険期間 

⑧ 支払限度額 

⑨（工事内容）※ハウスプラス住宅保証のみ 
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➢ 計算シート指定様式 記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■デマンド事業へ参加しますか。 100,000 円　上乗せ

■リフォーム瑕疵保険に申込みましたか。 7,000 円　上乗せ

■太陽光発電システムはありますか。

※発電出力が50kW以上の場合は対象外です。

■国及び他の地方公共団体による補助金を申請していますか。 200,000 円

助成額上限OK

水色のセルに該当する金額（単位：円）・蓄電容量値を入力してください。

1,000,000 円  ← 購入金額を入力してください。

500,000 円

■助成対象経費

円

■蓄電容量 7 ｋWｈ

■助成額の計算

以下のいずれか小さい額

①助成対象経費×3/4の額 1,125,000 円

②蓄電容量（kWh）×150,000円 7 kWh 1,050,000 円

　(6.34kWh未満は×190,000円　上限950,000円) 1,050,000

③太陽光なしの場合　上限額（1,200,000円） 円

1,150,000

助成額 円

円

蓄電池システムの工事費（蓄電池システム稼働に必要な工事費・税抜）

蓄電池システムの購入額（SII登録パッケージ機器費・税抜）

令和６年度蓄電池システム助成額計算式シート（蓄電池システム）

 ← 申請している場合は

     交付決定金額を入力してください。

 ← 助成額上限オーバーが表示される場合は

　   最下段の赤字の金額をフォームに入力してください。

助成額+国及び他の地方公共団体による補助金が助成対象経費を超える場合

「助成額上限オーバー」の場合

1,500,000

1,157,000  ←

　　　 助成申請金額には

       どちらか該当する金額を記載してください。

 ←-

はい

はい

はい

はい
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令和 6 年度蓄電池システム助成額計算シート（既存の蓄電システムに IoT 機器を併設する場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■デマンド事業へ参加しますか。(必須) TRUE

■リフォーム瑕疵保険に申込みましたか。 7,000 円　上乗せ

20,000 円

助成額上限OK

水色のセルに該当する金額（単位：円）・蓄電容量値を入力してください。

150,000 円  ← 購入金額を入力してください。

50,000 円

■助成対象経費

円

■助成額の計算

助成対象経費×1/2の額（上限100,000円） 100,000 円

助成額 円

円

令和６年度蓄電池システム助成額計算式シート（エネルギーマネジメント機器・IoT機器）

 ← 申請している場合は

     交付決定金額を入力してください。

 ← 助成額上限オーバーが表示される場合は

　   最下段の赤字の金額をフォームに入力してください。

エネルギーマネジメント機器・IoT機器の工事費（税抜）

■当該機器が対象の国及び他の地方公共団体による(IoT及び

HEMS関連の)補助金を申請していますか。

200,000 207000

107,000  ←

　　　 助成申請金額には

       どちらか該当する金額を記載してください。

 ←-

エネルギーマネジメント機器・IoT機器の購入額（アグリゲーター登録済みの機器費・税

抜）

助成額+国及び他の地方公共団体による補助金が助成対象経費を超える場合

「助成額上限オーバー」の場合

はい

はい

はい
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➢ 家庭における蓄電池導入促進事業助成金に係る覚書 記載例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

甲及び乙は、本書を 2 通作成し署名又は記名押印の上、それぞれ 1 通を保管し、その写

しを公社に提出するものとする。 

締結日     年   月   日 

【甲】 

機器貸与

者 

※３ 

住所 

〒 

事業者名 

 

代表者氏名 

                          印 

【乙】 

機器使用

者等 

※３ 

住所 

〒 

氏名 

                          印 

※３ 契約書の締結者と同じ者が記名及び押印してください。 

 2024 年 ●月 ●日 

〇×〇× 

株式会社 

東京都新宿区〇丁目〇番〇号 

○×○×株式会社 

東京 環境 

東京都新宿区×丁目×番×号 

環境 太郎 

123-4567 

123-4567 

東京 
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➢ 対象機器領収書 記載例 

 

●当該機器の購買を証明するため、「領収書」を提出してください。 

※ クレジットカード・ローン払いによる場合についても、販売店が発行した領収書など 

   対象機器の購買を証明する書類を作成してください。 

 

 

 

 

 

 

以下の内容がはっきり確認できるものをご提出ください。 

① 宛名（助成申請者名であること） 

② 領収金額 

③ 助成対象経費（税抜き）（「助成対象経費」の文言も必要） 

④ 設置場所住所 

⑤ 対象機器メーカー名 

⑥ 対象機器パッケージ型番または製品型番（IoT機器） 

⑦ 領収日 

⑧ 発行者（販売事業者）名 

⑨ 発行者（販売事業者）押印 

 

※ 但し書きに③~⑥の記載がない場合、以下を併せて提出してください。 

 販売事業者が作成した「対象機器に関する領収書内訳について」 

※ 蓄電池システム新設で DR 実証参加の場合は IoT 機器のメーカー名と型番も明記すること。 
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➢ 領収書内訳書 記載例 

 

（領収書内訳書について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※この書類は、実際に支払った金額（領収書の金額）と助成対象経費（税抜）が 

違う場合や、領収書に但し書きができない場合に作成してください。 

年 月 日 

 印 

公益財団法人 東京都環境公社 理事長 

(東京都地球温暖化防止活動推進センター) 殿 
 

 

 

対象機器に関する領収書の内訳について 

 

 

当該機器の助成対象経費及び設置場所住所等を下記のとおりに、証明いたし

ます。 

 

記 

 

１ 助成対象経費（税抜）                   円 

２ 設置場所住所  

３ メーカー名  

４ 
パッケージ型番 
 

IoT機器型番 
 

５ 申請者名  

６ 領収日        年     月     日 

  

※ケース表面に銘板がない場合、パッケージ型番やシステム型番の製造番号

の記入及び銘板写真の提出を求めることがあります。 

  

 

 

 

 

SII に登録されているメーカー名及び

パッケージ型番、または都登録ＡＧ

（家庭）のメーカー名及び DR 対象機

器を記載してください。 

 

 2024 年●月●日 

○×○×株式会社  

 印 〇×〇× 

株式会社 

〇,〇〇〇,〇〇〇 

 

東京都新宿区〇丁目〇番〇号 

○×○×株式会社 

SB-ABCD1234 

東京 環境 

2024 

公社理事長あてに作成してください。 

申請者と同一である必要が

あります。 

 

原領収書と関連付けするために、領収書年月日を明確にしてください。 

領収書が複数枚ある場合は、最も遅い領収書の年月日を記載してください。 

また、発行日と領収日の遅い方の日付を記載してください。 

領収書の日付以降かつ実績報告日以前の日付を

記入してください。 

助成対象経費と一致すること。 

申請時に入力する設置場所住所と

一致すること。 

会社名を明記し、会社印を押印してください。 

● ● 
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➢ クレジット契約等により購入した場合の領収書 記載例 

 

 

東京 花子 様 

    ●年 ●月 ●日 

 

対象機器に関する代金領収書 

 

   

 

 

   印 

 

 次の顧客の対象機器の設置に関し、下記内容で代金を受領いたしました。なお、本書は顧客の

クレジット返済金の受領を証するものではありません。 

 

 

顧

客 

氏名  東京 花子 

設置場所 

住所 
東京都千代田区千代田○丁目○番○号 

 

購

入

品

目 

購入機器  蓄電池システム 

メーカー名 ×○×○株式会社 

パッケージ型番 

IoT 機器型番 
 TK-1234ABC-D 

助成対象経費

（税抜） 
 ○,○○○,○○○ 円 

 

受

領

代

金 

費目 金額 入金（受領）日 

現金 金 ○○○,○○○ 円    △年 △月 △日 

クレジット 

（クレジット会社名： □■（株）   ） 
金 ○,○○○,○○○ 円 △年 △月 △日  

合計 金     ○,○○○,○○○ 円 

 

※販売店が発行したものに限ります。 

収入印紙 

申請者名を記入してください。 

割印 

東京都○○区○○町 1-1-1 

○○株式会社 ○○営業所 

営業所長  ○○ ○○   

申請時に入力する設置場所住所と

一致すること。 

 

SII に登録されているメーカー名及びパ

ッケージ型番、または都登録ＡＧ（家

庭）のメーカー名及び DR 対象機器を

記載してください。 
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➢ 助成対象機器が新品かつ未使用品であることの証明書 記載例 

 

 

公益財団法人 東京都環境公社 理事長  殿  

（東京都地球温暖化防止活動推進センター） 

 

助成対象機器が新品かつ未使用品であることの証明書 

 

 

助成事業実績報告書を提出するにあたり、弊社が下記の申請者に販売した助成対象機器が新品

かつ未使用品であることを証明いたします。 

また、助成対象機器が新品かつ未使用品であることの根拠等の要請があった場合は、速やかに応

じます。 

 

記 

 

 

１ 申請者名       東京 花子                                     

 

 

２ 設置場所住所    東京都千代田区千代田○丁目○番○号                  

  

 

 

 

 

                以  上 

 

        ●年   ●月   ●日 

 

領収証明会社名  〇×〇×株式会社  ㊞                      

 

 

 

 

 

 

 

  

公社理事長宛てに作成してください。 

申請者と同一である必要があります。 

申請時に入力する設置場所住所と一致

すること。 

契約書の日付以降かつ実績報告日以前の日付を 

記入してください。 

〇×〇× 

株式会社 
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助成対象機器が新品かつ未使用品であることの証明書が提出できない場合 

➢ 対象機器 保証書 記載例 

※設置した機器が新品かつ未使用品であることの証明書の提出が困難である場合は設置した機器

の販売元業者が作成した『保証書』を提出すること。 

 

●対象機器メーカー名、対象機器型番又はパッケージ型番 

がはっきりわかる保証書を提出してください。 

※使用者控え（お客様控え等）のコピーであること 

※蓄電池システム新設で DR 実証参加の場合は蓄電池システムの保証書のほかに、 

IoT 機器の保証書も必要です。 

【DR 実証参加で端末レス DR サービスの場合】 

① IoT 機器保証書の代替書類として「端末レス DR サービスの申込書」または「サービス開

始通知メール」のいずれかを添付してください。また、都登録 AG（家庭）名・申請者名・

販売事業者名がはっきり読み取れること。 

② ①の書類で端末レス DR サービス料金が確認できない場合は追加で端末レス DR のサービ

ス料金がわかる書類を添付してください。（端末レス DR のサービス料金がわかる書類は

事前申込後（公社が受付をした日以降）のものであること。） 

 

 

 

 

 

 

 

  

東京 太郎

東京都〇〇区〇〇1-2-3

〇×〇×株式会社 東京営業所

東京都〇〇区●●3-2-1

03-0000-0000

ABC-001-A

0000-ABC000
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➢ 対象機器を設置する建物及び対象機器から 

供給される電力等を使用する住宅の全景写真 提出例 

 

● 対象機器を設置する建物と、対象機器が供給する電力を使用する住宅が異なる場合は、そ

れぞれの全景写真を提出してください。 

● 全景写真では対象機器が写っていなくても構いません。 

● 1 階部分から全体が写るように撮影してください。 

● 玄関正面側から建物全体を撮影した写真をご用意ください。 

● 建物の立地や建築構造上、1 枚に収まりきらない場合には、複数に分かれても構いません。 

● 建物の全景がはっきりと分からない（日没後撮影等）場合、再度撮影を依頼する可能性が

あります。 

● その他添付する写真について、以下の点に留意してください。 

※１枚に収まらない場合は本台紙を複写して、全ての写真を添付してください。 

※ 狭小住宅など複数の住宅が写り込んでしまう場合は、どの住宅か分かるように目印をつけてください。 

※住宅やビル等に店舗や事業所等が含まれている場合、登記情報の提出を求める場合があります。 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

見 本 

 

玄関正面側から撮影したものとしてください。 
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➢ 対象機器 銘板写真 提出例 

 

●  設置した後の対象機器の銘板を撮影し、提出してください。 

●  複数台設置した場合は、設置台数分の銘板写真が必要です。 

●  型番と製造番号の表示が欠けておらず、アルファベットや数字等が明確に読み取れる精度

の写真を提出してください。 

● ２世帯住宅で２台の設置をした場合、もう 1台の設置状態がわかる写真も併せて提出して 

ください。 

●蓄電池システム新設で DR実証参加の場合は蓄電池の銘板写真と IoT機器の型番(型式)と製 

造番号が確認できる写真の２枚が必要です。 

 

  

 ■蓄電池の場合 （蓄電池ユニットのみ） 

 

  

 

■エネルギーマネジメント機器・IoT機器の場合 

 

● 設置製品型番(型式)と製造番号が確認できる写真 

（本体・本体ケース等に記載されているもの） 

※ DR 実証参加で端末レス DR サービスの場合は、IoT 機器の写真は不要です。 

 

 

 

 

 

 

 

見 本 
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➢ デマンドレスポンス実証 委任状 記載例 
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(1) 2024 年３月 31 日以前に本補助金の交付申請の対象とな

る助成対象機器を設置した場合 

(2) 助成対象機器が中古品である場合 

 

４ 手続代行者及びその責務 

(1) 本事業の交付要綱の規定に基づき、助成対象者から交付

申請に係る手続の代行を依頼された者（以下「手続代行者」

という。）は、２(3)に該当せず、将来にわたっても該当しな

いよう法令等を遵守する。また、公社又は都が必要と認めた

場合には、暴力団員等であるか否かの確認のため、警視庁へ

照会がなされることに同意する。 

(2) 手続代行者は、交付要綱及びその他公社が定める交付申

請等に係る全ての要件を理解し、申請者及び共同申請者と

連携を図り、事業を円滑に推進できるよう努める。手続代行

者が行う手続について、交付要綱の規定に従って遂行して

いないと認められ、代行の停止を求められたときは、これに

異議なく応じることに同意する。 

(3) 助成対象者は、公社が発行する各種書類が、申請者に通知

されたことについて、手続代行者へも連絡する場合がある

ことを了承している。 

 

５ 交付の条件 

(1) 助成対象者は、助成対象機器が立地上又は構造上危険が

ないことを確認した上で申請している。また、公社が求めた

場合には、安全性等を確認する書類の提出に応じる。 

(2) 助成対象者は、助成事業が事業の目的に適して公正に実

施されているかを判断するための現地調査等に協力するこ

と。 

(3) 助成対象者は、本事業の交付要綱その他法令の規程を遵

守すること。 

 

６ 処分の制限 

助成対象者は、本助成金の交付を受けた場合、処分制限期間内

に、公社の承認なく、助成対象機器を処分（助成金の交付の目的

以外に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃

棄）してはならない。 

 

７ 交付決定の取消及び本助成金の返還 

(1) 助成対象者は、申請書及び添付書類一式について責任を

持ち、虚偽、不正の記載が一切ないことを確認している。 

(2) 公社は、万が一違反する行為が発生した場合、助成対象者

の交付申請の全部若しくは一部に対して助成金を交付せず、

その交付を停止し、又は交付した本助成金の全部若しくは

一部の返還を命じることがある。 

(3) 助成対象者は、前項による返還命令を受けた場合、速やか

に本助成金の全部又は一部を返還しなければならない。 

(4) 公社は、助成対象者に対して、交付要綱第 27 条第１項の

返還請求の際に、本助成金受領の日から返還までの日数に

応じ、返還命令の対象となる本助成金の額につき、年 

10.95％の割合で計算した加算金の支払及び返還手続に要

する手数料の支払を求めることができ、助成対象者はこれ

を支払う。 

 

８ 個人情報の取扱い 

助成対象者は、本事業の申請書等により公社が入手する個人情

報は、申請者への問合せ、補助金の交付などの通知及び振込、財

産処分制限にかかる調査、その他公社が行う調査などを目的とし、

公社が定める「プライバシーポリシー（個人情報保護方針）」（※）

に従って使用されることを了承している。 

※ 公社の個人情報保護方針については、ＨＰ

（https://www.tokyokankyo.jp/privacy）に記載 

 

９ 注意事項 

(1) 助成対象者は、提出した申請書及び添付書類は返却され

ない旨を了承している。 

(2) 公社は、申請者が送付する申請書、公社が送付する通知

書、その他送付物の送付に係る遅延、紛失、損害等全ての事

項について一切の責任を負わない。 

(3) 助成対象者は、提出した申請書類の記載内容に軽微な誤

りがあった場合は、事実に基づき、申請者の不利益にならな

い範囲において訂正される可能性があることについて同意

している。 

 

10 禁止事項 

助成対象者は、以下の(1)から(5)までの行為を行い、又は行お

うとしてはいけない。 

(1) 本同意事項、マニュアル等の規定に反すること 

(2) 公社等に対する債権を、第三者に譲渡し、若しくは移転

し、又は担保に供すること 

(3) 公社等に対する一切の権利及び義務並びに交付申請によ

り生じる公社との間の契約上の地位について、公社の同意

なしに第三者に対して譲渡し、若しくは移転し、又は担保に

供すること 

(4) 公社等を誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を傷つける

言動をすること 

(5) その他、公社等が本助成金の趣旨に反すると判断する行

為、又は公社等との信頼関係を損なう一切の行為 

 

11 免責 

助成対象者は、公社が助成対象者、手続代行者、施工会社、都

登録ＡＧ（家庭）等の間で生じる問題に関して関与しないことを

了承している。 

また、区分所有者全員で構成される団体等の内部で生じる問題

についても同様とする。 

 

12 専属的合意管轄裁判 

本事業に係る助成対象者と公社との訴訟については、東京簡易

裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 

 

13 ＤＲ実証 

(1) 助成対象者は、都登録ＡＧ（家庭）からＤＲの意義、本事

業の内容、ＤＲ実証の内容と注意事項（制御による電気代へ

の影響の可能性等を含む）の説明を受けること。ＤＲ実証に

参加する場合は、都登録ＡＧ（家庭）に交付申請等の手続の

代行を委任し、委任状を公社に提出すること。 

(2) 助成対象者は、都登録ＡＧ（家庭）と、助成金の交付決定

を受けた年度から起算して２か年度の間、都登録ＡＧ（家庭）

が遠隔から助成対象機器の状態監視を行い、遠隔制御によ

り、原則として需給ひっ迫警報及び注意報時のＤＲ及び年

間 10 日以上のＤＲを行う旨の契約（以下、「ＤＲ実証の契

約」という。）を締結すること。 

(3) 助成対象者が設置する助成対象機器は、都登録ＡＧ（家庭）

のＤＲ対象機器、エネルギーマネジメント機器及びＩｏＴ

関連機器であること。 

(4) 助成対象者は、ＤＲ実証の契約に基づき、都登録ＡＧ（家

庭）が助成対象機器を対象にＤＲを実施することに協力す

ること。 

また、ＤＲ実証の実施後に、都登録ＡＧ（家庭）が実施す

るアンケートに協力すること。 

(5) 助成対象者は、助成対象機器を設置した住宅における電力

データ、機器の稼働状況データ等を、都登録ＡＧ（家庭）に

提供すること。また、都登録ＡＧ（家庭）が当該データ及び

アンケート結果（個人情報及び個人が特定できる可能性の

ある情報を除く。）を踏まえＤＲの効果分析等を行い都及び

公社に報告することに同意すること。また、報告された分析

結果について都及び公社が公表することについて同意する

こと。
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委任状記入時の注意事項（以下のすべてを満たすこと） 

①委任状の締結日が記入されていること。工事請負契約と締結日が一致しなくても構いません。 

②ⅰ）助成対象者の氏名、住所が記入され、押印（または自筆による署名）されていること 

ⅱ）助成対象機器を導入する者【甲】と一致すること 

③ⅰ）手続代行者の事業者名、部署、担当者氏名、住所が記入され、押印（本事業を行う責任者 

が押印すること。必ずしも代表取締役印である必要はありません。）されていること 

ⅱ）都登録ＡＧ（家庭）【乙】と一致すること 

ⅲ）都登録 AG（家庭）が申請の手続きを販売事業者に委託する場合は、都登録 AG（家庭）

【乙】の事業者名、部署、担当者氏名、住所が記入されていること。押印は省略可能です。 

④ⅰ）都登録ＡＧ（家庭）から申請代行業務委託を受けた販売事業者が存在する場合は、販売 

   事業者の事業者名、住所、担当者氏名が記入され、押印（本業務を行う責任者が押印する 

   こと。必ずしも代表取締役印である必要はありません。）されていること 

ⅱ）都登録ＡＧ（家庭）が公社に登録する販売事業者リストにある事業者であること 

 

補足 

【甲】【乙】間での条項の追加について 

委任状に定めのない事項について両者で合意を行う場合、別途覚書等を取り交わしてください。

（委任状は指定の様式であり、助成対象者及び手続代行者が変更することはできません。 
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 【提出書類チェック表】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

（参考）関連ホームページのご案内 

 

 

1.実施要綱・助成金交付要綱・本手引き等の規定類について 

https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/family_tikudenchi  

 

 

2.東京都環境局の地球環境・エネルギー政策について 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/index.html 

 

 

  3.環境省の太陽光発電の環境配慮ガイドライン 

   https://www.env.go.jp/content/900515354.pdf 

 

 

4. SII ホームページ 

 https://zehweb.jp/registration/battery/ 

 

 

5. 【家庭用】アグリゲーションビジネス実装事業 

 https://www.tokyo-co2down.jp/subsidy/aggre_home 

 

 

 

 

 
                    東京都 

家庭における蓄電池導入促進事業 

 

助成金申請の手引き 

 

□発行・編集  令和７年１０月 

公益財団法人東京都環境公社 

              東京都地球温暖化防止活動推進センター 

              （愛称：クール・ネット東京） 

              〒163-0817 東京都新宿区西新宿 2-4-1 

                    新宿 NSビル 17階 

              電話 03（6633）3824 

              月曜日～金曜日（祝祭日を除く）9：00～17：00  

（12：00～13：00 を除く） 
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